
保健師のつぶやき
【健康小話】　　　　　　文：住民福祉課

- For Your Health -
-第１７回-

【行動変容と習慣化】
　新型コロナウイルス感染症により外出自粛などの要

請が続いている今、私たちは何をするべきなのでしょう

か。政府は５月４日に「新型コロナウイルス感染症対策
の状況分析・提言」専門家会議において「新しい生活

様式」が重要と発表しました。

　新しい生活様式の基本は「身体的距離の確保」「マ

スクの着用」「手洗い」の３つですが、他人との接触を

避けるためには多くの場面でこれまでの生活様式を変
えていくことが求められています。慣れた生活様式を

変えることは容易ではありません。どのような意識で

取り組めば良いのでしょうか。

　行動変容を習慣化するための方法はつぎのとおり

です。

行動を習慣化する方法

１　正しい知識の習得をし、理解して取り組む

「どのような行動をすることが必要か？その理由はなに

か？」などを理解し、行動します。

２　「やってみよう」という気持ちを持つ

今までしていなかったことでも、「やってみよう」という

気持ちを持つことがスタートです。

３　できている行動を維持・継続する

行動から得られる前向きな変化に気づくと、
「これなら続けられる！」
という小さな自信が芽生えます。この自信が行動変容の

維持につながり、やがて習慣化されると言われています。

感染予防、拡大防止および健康保持、
増進のための基本的な生活様式
□ まめに手洗い・手指消毒
□ 咳エチケットの徹底
□ こまめに換気
□ 身体的距離の確保
□ 「３密」の回避（密集・密接・密閉）
□ 毎朝体温測定・健康チェック
　  発熱や風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養
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新型コロナウイルス感染症 対策支援事業

文／鮫川小学校

第 12回 鮫川小学校だより

さめがわの森林・森・木
～ めざせ鮫川マスター！！ ～

　本年度の総合的な学習の時間は、昨年度の「川・水・魚」
から視点を拡げて「森林・森・木」のテーマで学習を進
めることになりました。

　先日、４～5月に見頃を迎える「かたくりの花」と山の
木々の様子を観察するため、天狗橋付近を散策しました。
外部講師の齋須寛一さんとともにどのような場所にかた
くりがあるのか説明を受けながら、観察することができ
ました。

　子どもたちも、「かたくりのたねをありが運んでくれ
るなんて知らなかった」「片栗粉のもとがかたくりの花
だなんて知らなった」「かたくりの花の周りにはたくさ
んの木やふかふかの落ち葉がある」など行ってみない
と分からないことをたくさん知ることができました。

実際にやってみると難しい！
 ― 紙すきを体験しました

和紙はどうやってできているの？
 ― 齋須さんに話を聞きました

※ 行動変容とは… 目的達成のために、行動・ライフスタイルを望ましいものに改善すること。

対象者　令和２年４月２７日現在、鮫川村の住民基本台帳に登録されている人
申請方法　世帯主の人が申請を行ってください。村から送付される申請書に必要事項を記入し、申請者（世帯主）
の「本人確認書類」と「振込先口座確認書類」の写しを添えて、郵送により申請してください。また、マイナ

ンバーカードとカードリーダーを持っている人はオンライン申請も可能です。
その他　新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、可能な限り窓口での申請はお控えください。やむを得ず

　窓口で申請を行う場合は、マスクの着用をお願いします。土日は日直が対応します。（８時３０分から１７時まで）
問村総務課企画情報係　☎４９-３１１１

税金などの引き落としに使用している申請者名義の口座
を振込先口座に指定する場合には、写しは不要です

■ 金融機関名、支店名、口
座番号、口座名義人（申請者
名義）がわかる通帳または

キャッシュカードの写し

本人確認書類 振込口座確認書類

運転免許証、マイナンバー

カード、保険証、介護保険証、
パスポート、在留カード、身
体障がい者手帳など

■ 身分証明書の写し

準備する書類

全世帯に世帯員１人あたり １０万円 を支給します
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策「特別定額給付金」事業

対象となる子ども１人あたり１万円を支給します

申請は不要！
対象児童１人あたり

１万円を支給します

申請は不要！
対象児童１人あたり

１万円を支給します

対象者　令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給してい

　る人
支給金額　対象児童１人につき１万円
申請方法　申請は必要ありません。児童手当を受給している口座
　に振り込まれます。
その他　指定口座への振り込みが口座解約・変更などによりでき

　ない場合、給付金が支給されません。口座に支障がある場合は下記窓口まで速やかにご連絡ください。
問村住民福祉課福祉係　☎４９-３１１２

子育て世帯臨時特別給付金



nformationi

応募資格　鮫川村在住で、村の

未来について、一緒に考えて

いただける１８歳以上の人。
募集人数　若干名
活動内容　振興計画（案）がよ

りよいものになるよう議論して

いただきます。
活動期間　原則として令和２年
　５月下旬から約半年間
申込方法　村総務課企画情報係
にある申込用紙に必要事項を

記入のうえ提出するか、また

は村総務課まで電話でお申し
込みください。
申込期限　令和２年５月２５日
　（月）まで

問村総務課企画情報係
　☎４９-３１１１

　例年、５月下旬に実施してい

た草刈りボランティア作業は、
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため延期します。なお、作
業日が決まりましたら改めてお知
らせしますので、皆さまのご協力
をお願いします。
問村農林商工課☎４９-３１１３

村は、村民自らが地域内の生
活に密着している道路を整備す

ることにより、地域の環境改善を

図ることを目的としている事業に

対して、原材料（生コンクリート）
を支給します。
　この事業を希望するときは、各
行政区の区長と相談のうえ、要望
書を提出してください。
対象者　受益者（村民）で構
成する団体（個人は対象外）
対象事業　公共性のある ①農林
業用道路を保全管理するため

の事業 ②生活道の改善を目
的とした事業（私道は対象外）
支給内容　決定した数量の生コ

ンクリート購入費を村が負担
します。（１行政区３０立方㍍
以内）
※施工は団体が事業主体と

なって実施し、施工費（路盤材
含）は団体の負担となります。
要望方法　６月３０日（火）まで

に地域整備課に備えてある要
望書に必要事項を記入し、必
要書類を添えて提出してくだ

さい。なお、提出前に各行政
区の区長と協議のうえ、区長
経由で提出ください。
決定方法　提出された要望書の

内容および実態などを調査
し、予算の範囲内で決定しま

す。決定した団体には決定通
知書を送付します。

その他 ▶使用機械の手配、路
盤材の準備、作業などはすべ

て団体が行うことになります。
▶令和元年１２月中旬までに作
業完了することを条件とします。
完了後、完了届を提出してくだ

さい。▶要望書とは別に工事施
工承認申請手続きが必要です。
問村地域整備課☎４９-３１１４

（
生
コ
ン
）

　６月２１日（日）に予定してい

た「第２９回さめがわ高原ロード

レース大会」は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、や

むを得ず「中止」とさせていた

だきます。
　ご理解のほどよろしくお願い

申し上げます。
問村教育課☎４９-３１５１

高校卒業程度
税務職員採用試験
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調査時点は６月１日
調査への回答をお願いします

　工業統計調査は国内の工業の

実態を明らかにすることを目的とし
た統計法に基づく重要な統計で

す。調査結果は中小企業施策や

地域振興などの基礎資料として

利活用されますので、ご協力をお

願いします。
調査対象　製造業を営む人
問村総務課企画情報係
　☎４９-３１１１

発生件数 ０件（－３）
死者数 ０人（±０）
傷者数 ０人（－３）
物件事故 ４件（－ 12）
　駐車場内での交通事故が増えていま

す。十分に安全を確認しながら運転して

ください。また、飲酒運転は絶対にや

めてください。
問棚倉警察署地域交通課
　☎３３-０１１０

村の交通事故
発生状況 （1/１～4/30）

ボランティア作業は延期

舘山公園草刈り

２０２０年
工業統計調査

　仙台税務局では、税務のスペ

シャリストとして活躍する職員を

募集しています。
受験資格　令和２年４月１日現在
で高校卒業後３年を経過してい

ない人または令和３年３月まで

に高校を卒業する見込みの人。
申込期間　令和２年６月２２日
　（月）～７月１日（水）
申込方法　インターネットの国家
公務員試験採用情報ＮＡＶＩ
ページから申し込んでください。
試験日　令和２年９月６日（日）
問仙台国税局人事第二課試験研
修係☎０２２-２６３-１１１１
／人事院東北事務局☎０２２
-２２１-２０２２

さわやか高原ロードレース

大会中止のお知らせ

中小企業に向けての支援対策のお知らせ
道路整備の

原材料 を支給

振興計画策定のために

村づくり委員を募集i

i

事業の継続を支える資金を交付します

持続化給付金

感染症の影響により売上が減少した事業主に融資します

セーフティネット保証４号・５号 および 危機関連保証

労働者の雇用を維持するための助成金

雇用調整助成金

　国は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業
の継続を支え、再起するための糧となる事業全般
に広く使える給付金（法人：最大２００万円、個人：
最大１００万円）を支給します。
　この給付金は、農業や漁業、製造業、飲食業、
小売業など幅広い業種で事業収入を得ている法人
または個人の方が対象となります。
問持続化給付金事業コールセンター☎０１２０-１１５
　-５７０／ＩＰ電話専用回線 ０３-６８３１-０６１３

　セーフティネットとは、中小企業信用保険法で定める要因により、経営の安定に支障が生じている中
小企業者に対し、信用保証協会の別枠保証などを行う制度です。４号は「突発的災害（自然災害等）」が、
５号は「全国的に業況の悪化している業種」が発生したときに発動されます。
　セーフティネットの対象となる基準として、４号では最近１か月間の売上高などが前年同月比で

２０％以上減少した場合、５号では最近３か月間の売上高などが前年同月比で５％以上減少した場合に

対象となります。最大２億８,０００万円まで融資を受けることができます。
　また、国は新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するため、一般保証
やセーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う「危機関連保証」を実施しています。最近１か月間
の売上高などが前年同月比で１５％以上減少している事業者が対象で、最大２億８,０００万円まで融
資を受けることができます。
問福島県信用保証協会白河支店　☎０２４８-２４-０１５６

　経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なく

された事業主が、労働者に対して一時的に休業や教
育訓練、または出向を行うなどして、労働者の雇用
の維持を図った場合、国が休業手当や賃金の一部
を助成します。
　４月１日から６月３０日の緊急対応期間中は、全国
ですべての業種の事業主を対象に、雇用調整助成
金の特例措置が拡充され、さらに申請書類の簡素
化も実施されています。
問ハローワーク白河　☎０２４８-２４-１２５６

※スマホでＱＲコードを読み込むと

　ホームページで詳細を見ることができます。

休止要請に協力いただいた事業者さまに

福島県新型コロナウイルス感染症防止協力金
県内事業所への融資を無利子に

福島県新型コロナウイルス対策特別資金

　県は、新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、
令和２年４月２０日に福島県内全域に福島県緊急事
態措置を出し、県内の事業者などに施設の休止要
請や協力依頼を行っています。県の施設休止など

に協力いただいた事業者に対し、協力金１０万円（賃
貸などの要件により最大３０万円）を交付します。
問福島県緊急事態措置コールセンター

　☎０２４-５２１-８６４３

　県は、新型コロナウイルス感染症により、事業
活動に影響を受けた中小企業者への資金繰り対策
として、信用保証協会の別枠保証を活用した中小
企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金
（実質無利子型）」を創設しています。最寄りの金
融機関にご相談ください。
問福島県商工労働部経営金融課
　☎０２４-５２１-７２８８

セーフティネット保証 危機関連保証

※ 今後の情勢により、下記内容に変更が生じることがあります。制度をご利用する前にご確認願います。


